
 令和６年度 第５回 名桜大学研究倫理審査委員会 議事要旨（案） 

 

１． 日 時：令和 6 年 9 月 20 日（金）16：30～18：00 

２．場 所：環太平洋地域文化研究所 共同研修室 2 

３．出席者：永田美和子委員長、仲尾次洋子国際学部長・国際学部会長、嘉納英明国際文化研究科長(国

際地域文化システム専攻修士・博士課程)、グレッグ美鈴看護学研究科長（博士後期課程）、

花城和彦看護学研究科長(博士前期課程)、奥本正スポーツ健康科学研究科長（修士課程）、

小嶋洋輔研究所長、木村安貴人間健康学部会長、矢野恵美外部審 査委員（国立大学法人琉

球大学法科大学院教授）、満名悦子外部審査委員(沖縄県民生委員 児童委員協議会理事) 

 

４．欠席者 大城凌子人間健康学部長、池原秀人事務局長 

 

５．陪 席 仲榮眞修地域連携研究推進課長、屋部藍華地域連携研究推進課係員、前里貴史地域連携研

究推進課係員、比嘉真恵美地域連携研究推進課係員 

６．議事 

   議事に先立ち、永田委員長より定足数の確認がなされた後、開催宣言が行われた。 

 

【審議事項】 

(1) 研究倫理審査について 

木村委員より、資料に基づき大学院看護学研究科博士後期課程教員の研究計画書（1 件）の審査に

ついて説明があり、審議の結果、2024-018 について承認となった。 

木村委員より、資料に基づき学長の研究計画書（１件）の審査について説明があり、審議の結果

2024-019-1 について、承認となった。 

結果については、下表のとおり。 

受付番号 研究課題名 受理日 審査委員会承認日 判定 

2024-018 

新卒看護師の職場適応と情報

検索との関連性―新卒看護師

の視点から（新卒看護師の職場

適応を促す情報検索ナビゲー

ションガイドの開発：科研全体

の研究課題） 

令和 6 年 8 月 16 日 令和 6 年 8月 28日 

   

承認 

 

2024-019-1 

沖縄県北部地区住民における

健康調査およびこれに基づく

疾患予兆法と予防法の開発 

令和 6 年 8 月 17 日 令和 6 年 8月 28日 

   

承認 

 

 

   研究計画書の７）倫理的配慮（3）生じる個人への利益及び不利益並びに危険性の予測の項目は、不

利益及び危険性の予測に対する対応についても記載している。そのため、項目に対応を追加したほう

が良いとの意見があり、「生じる個人への利益及び不利益並びに危険性の予測と対応」とすることが確

認された。 

 

（2）令和 6年度大学院生（国際文化研究科博士後期課程）に係る研究倫理承認番号の付与について 

嘉納委員より、資料に基づき、国際文化博士後期課程院生の研究計画書（1 件）の審査について 



説明があった。審議の結果 2024-020 について委員より、下記の内容を含む保護者向けの依頼文 

を追加・作成する必要があるとの意見があった。①保護者向けに研究の目的や意義、録音をして 

文字起こしのデータを活用すること、②個人が特定されないように配慮するということ、③研究 

に対してご理解をいただけるような文面を日本語と英文で、わかりやすく作成すること、また、 

④「（2）研究の対象となるものに理解を求め、同意を得る方法」に保護者に依頼文を用いて説明 

する内容の追記をすることの指摘があり、永田委員長、嘉納研究科長による審査資料の確認後承 

認とすることが確認された。 

結果については、下表のとおり。 

受付番号 研究課題名 受理日 審査委員会承認日 判定 

2024-020 
小学校オンライン国際交流授業

における発話と英語を話す意思 
令和 6 年 8 月 2 日 令和 6 年 9月 20日 

   

承認 

 

 

（3）倫理審査判定について 

     永田委員長より、資料に基づき倫理審査部会の倫理審査の判定の見直し（案）について説明があっ 

た。また、研究倫理審査委員会での倫理審査の判定について、再提出された書類は、委員長が確認 

をすること、再確認の場合（一部倫理的な問題があり、修正を必要とする場合）は、委員長と部会 

長が確認をし、承認とすることの二つの判定基準になるとの説明がされた。委員から、条件付承認 

の判定基準と、再審査の判定基準が同じ文言となっており、違いが分かるよう、条件付承認のとこ 

ろを「審査部会の持回り審査が必要である」と修正をされた方がよいとの意見があった。また、不 

承認の判定基準説明で、根本的に計画を変更する必要がある場合、あるいはテーマそのものが大き 

な倫理的問題を孕んでいる場合のところは、計画の中にテーマが含まれるのではないかとの意見が 

され、文言を削除することが確認された。研究倫理審査委員会の判定については、委員より、部会 

も委員会も同じ判定基準で進めていく方が良いとの意見があった。 

委員長より審査を行った委員へのインセンティブについて、現在検討中であることの説明がなされ 

た。委員より、大学院博士後期課程の院生が、教員の倫理審査を行うことはないよう考えてほしい 

との意見があった。 

 

【報告事項】 

(1) 審査申請状況について 

地域連携研究推進課より、資料に基づき報告がされた。 

・人間健康学部審査部会研究倫理審査 審査状況 

( 9 月) 審査部会審査 2 件(結果：承認 2 件) 

 

【その他】 

(1) 令和 6 年度第 4 回研究倫理審査委員会議事要旨について 

令和 6 年度第 4 回研究倫理審査委員会議事要旨について承認がされた。 

 


